
いちご一会とちぎ国体トライアスロン競技会場設計業務委託仕様書 

 

第１条（適用） 

本仕様書は、那須塩原市（以下「甲」という。）が実施する「いちご一会とちぎ国体トラ

イアスロン競技会場設計業務委託」（以下「業務」という｡）に適用する。なお、本仕様書

に明記なき事項は「栃木県業務委託共通仕様書」によるものとする。また、共通仕様書中

「栃木県県土整備部」とあるのは、「那須塩原市」と読み替えるものとする。 

 

第２条（業務の目的） 

 令和４年に戸田調整池周辺特設コースで開催する第 77回国民体育大会（大会愛称：いち

ご一会とちぎ国体）トライアスロン競技会及び令和３年に開催予定の同リハーサル大会（以

下「競技会等」という。）の円滑な運営に向けて、トライアスロン競技会場における仮設物

の設営等に関して必要となる設計図書を作成する。 

 

第３条（履行期間） 

本業務の履行期間は、契約日の翌日から令和２年３月６日までの期間とする｡ 

 

第４条（委託料の支払い） 

 本業務委託料の支払いは、業務完了払いとする。 

 

第５条（適用基準等） 

 本業務において適用する基準等は、本仕様書のほか次に掲げるものとする。 

(1) (公社)日本トライアスロン連合競技規則 

(2) 国際トライアスロン連合競技規則 

(3) 国民体育大会施設基準 

(4) 第 77回国民体育大会競技施設基準 

(5) 栃木県県土整備部業務委託共通仕様書 

(6) その他関係法令、条例等 

 

第６条（業務内容） 

競技会等の会場設計に関し、受託者(以下「乙」という。)は、以下の業務を行うこと。 

⑴ 競技会場等の調査 

会場の実地調査等を実施し、競技会場等の施設利用時の留意点、施設内の使用可能ス

ペース、給排水設備、電気設備、通信設備、駐車場等の情報を取りまとめ、報告書を作

成すること。 

⑵ 会場配置計画 

競技会場全体図、会場周辺図及び会場配置図をそれぞれ作成すること。なお、会場周

辺図においては周辺の施設等も表示し、会場への交通動線に配慮した内容とすること。 



⑶ 仮設物等設営計画 

競技会場等に設営する仮設物（テント、プレハブ、仮設トイレ、追加施設等）及び仮

設設備（給排水、電気、音響、映像、通信等）について、設営に必要な設計図面（仕様

図、平面図、立面図、詳細図、系統図等）並びに設営・撤去等に係る業務工程表を競技

ごとに作成するとともに、設営・撤去等に係る諸費用を算定し、その一覧を別表にまと

めること。なお、計画立案にあたっては、必要に応じ、計画内容での設営の可否を関係

機関に確認すること。 

⑷ 諸施設配置計画 

諸施設、諸室の仕様及びレイアウト計画を作成し、それに伴う必要な備品等の数量及

び単価（税別）を算定し、仕様とともに別表にまとめること。なお、借用物については 

借用に係る関連費用も算定すること。 

⑸ 動線、ゾーニング計画 

選手監督エリア、競技役員エリア及び一般観覧エリア(車椅子利用者も含む)について、

それぞれの会場内外の動線及びゾーニング計画図を色分けして作成するとともに、ゾー

ニングに必要な備品等の数量及び単価（税別）を算定し、仕様とともに別表にまとめる

こと。また、行幸啓等の対応策も併せて付記すること。 

⑹ サイン計画 

大会運営に必要な競技会場等に配置する看板等のデザイン案及び仕様を作成し、その

配置計画を配置図に記入すること。また、それらの作成にかかる費用を算定し、別表に

まとめること。 

⑺ 会場設営・撤去費の積算 

仮設物、諸施設、ゾーニング及びサイン等に係る設営・撤去費の積算書を作成するこ

と。なお、積算に関する資料（各会場ごとの見積書、単価根拠等）を含むものとする。 

⑻ その他 

必要に応じ、大会運営上必要と思われる図表・積算表等を提出するとともに、発注者

に対し業務上必要なアドバイスを行うこと。 

 

第７条（打合せ） 

業務を適正かつ円滑に実施するため、乙は監督職員と常に密接な連絡を取り、また必要

適時に打合せを実施しながら業務を進めなければならない。 

打合せは、着手時、中間（3 回）、成果品納入時の 5 回を基本とするが、必要の際は随時

行うものとする。 

 

第８条（関係機関等協議時の支援） 

乙は、監督員の指示に基づき、本業務に伴って市が行う（公社）日本トライアスロン連

合、栃木県トライアスロン協会、那須野ヶ原土地改良区連合、関東農政局及び栃木県等（以

下関係機関等という。）との協議に必要となる資料の作成を行うとともに、必要に応じ関係

機関等との協議に同席すること。 



第９条（協議記録簿の提出） 

 乙は、監督員及び関係機関等との協議又は打合せ内容を記録し、協議等実施後速やかに、

記録簿として監督員へ提出すること。 

 

第 10条（貸与品等） 

１ 業務に必要となる図面その他業務に必要な物品等（以下「貸与品等」という。）は、

甲が乙へ貸与する。 

２ 乙は、貸与品等の引渡しの日から７日以内に借用書又は受領書を提出しなければな

らない。 

３ 乙は、業務完了時までに貸与品等を甲へ返還しなければならない。 

 

第 11条（成果品） 

１ 本業務で納品すべき成果品は次のとおりとする。なお、乙は業務を完了し、成果品

の引渡し後であっても、成果品に瑕疵を認めた場合は、速やかに乙の負担により修

正を行うこと。 

・設計図書一式 

・内訳明細書（金額記入及び金額未記入のもの） 

・構造計算書（必要となる場合） 

・設備設計計算書 

・積算数量算出書 

・特記仕様書 

上記に係るデータ一式 

２ 本業務の成果品は全て甲に帰属するものとして、乙は甲の許可なく他に公表、譲

渡、貸与してはならない。 

 

第 12条（秘密の保持） 

乙は、業務の遂行により知り得た事項を他人に漏らしてはならない。 

 

第 13条（疑義の解釈） 

本仕様書の定める事項について疑義が生じた場合、または定めにない事項については、

その都度甲と乙とが協議のうえ、決定するものとする。 


